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は
じ
め
に

持
明
院
家
は
、
鎌
倉
期
頃
よ
り
鷹
を
家
業
と
す
る
「
鷹
の
家
」
で
あ
る
と
い
う
理

解
が
な
さ
れ
て
き
た①
。

し
か
し
、近
時
中
澤
克
昭
氏
は
『
持
明
院
家
鷹
十
巻
書②
』
と
し
て
の
伝
本
も
あ
り
、

こ
う
し
た
理
解
の
根
拠
と
さ
れ
た
『
基
盛
朝
臣
鷹
狩
記
』
の
作
者
に
つ
い
て
、
従
来

説
の
持
明
院
基
盛
で
は
な
く
、
西
園
寺
家
の
お
そ
ら
く
は
実
兼
の
作
で
あ
っ
た
と
考

察
さ
れ
、
そ
の
上
で
持
明
院
家
と
鷹
と
の
関
わ
り
が
顕
在
化
す
る
の
は
戦
国
期
の
持

明
院
基
春
以
降
で
あ
り
、
基
春
、
そ
の
子
基
規
の
鷹
書
蒐
集
・
書
写
活
動
を
通
じ
て

「
鷹
の
家
」と
な
る
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
と
の
見
通
し
を
示
さ
れ
た③
。
こ
の
よ
う
に
持

明
院
家
と
鷹
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
認
識
は
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

持
明
院
家
が
「
鷹
の
家
」
と
し
て
見
倣
さ
れ
る
画
期
と
な
っ
た
基
春
、
基
規
関
連

の
鷹
書
に
つ
い
て
は
、
近
年
精
力
的
に
鷹
書
研
究
を
推
進
さ
れ
て
い
る
二
本
松
泰
子

氏
に
よ
り
他
流
派
と
の
比
較
の
文
脈
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
の④
、
こ
れ
を

中
心
に
据
え
た
本
文
的
な
研
究
に
は
い
ま
だ
着
手
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
澤
氏
の
提
言

を
踏
ま
え
た
上
で
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

戦
国
期
に
持
明
院
家
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
鷹
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
鷹
書

研
究
に
寄
与
す
る
の
み
で
は
な
い
。
基
春
・
基
規
父
子
の
時
代
に
、
鷹
の
み
な
ら
ず

能
書
（
入
木
）、
郢
曲
な
ど
の
学
芸
に
力
が
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
が
江
戸
期
の
家
職
に
通

じ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
に
、
鷹
書
を
例
と
し
て
伝
書
が
先
行
の
知
を
吸
収
し
、
新

た
な
伝
書
を
形
成
す
る
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
戦
国
期
を
起
源
と
す
る

公
家
の
家
業
形
成
の
問
題
に
対
し
て
も
一
つ
の
成
果
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、持
明
院
基
春
に
よ
り
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
編
纂
さ
れ
た

と
さ
れ
る
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
を
取
り
上
げ
、
尊
経
閣
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
持
明
院
家

旧
蔵
書
の
比
較
を
通
じ
て
、
戦
国
期
に
お
け
る
持
明
院
家
の
鷹
書
蒐
集
・
書
写
・
編

纂
活
動
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
基
本
情
報

『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
は
概
ね
次
の
よ
う
な
奥
書
を
持
つ
。

・  『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
奥
書
（
句
点
は
私
に
付
し
た
。
以
下
同
。）

右
抄
者
、
為
旅
宿
随
身
、
諸
抄
取
合
注
付
之
、
秘
説
等
之
條
、
可
禁
外
見
。
於

于
外
題
新
作
。
汗
顔
云
々
。

　
　

永
正
三
年
春
二
月
日

　
　
　
　

左
金
吾
将
軍
藤
（
花
押
）

金
吾
将
軍
は
本
来
は
衛
門
佐
の
唐
名
で
あ
る
。
立
命
館
大
学
本
に
お
い
て
は
、
永

正
三
年
の
右
に
「
後
柏
原
院
」、左
金
吾
将
軍
に
「
義
澄
後
号
法
住
院
」
と
同
筆
に
て

持
明
院
基
春
に
よ
る
鷹
書
編
纂

―
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
持
明
院
家
旧
蔵
書
の
比
較
を
通
し
て

―

大　

坪　
　
　

舞
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傍
書
す
る
。
し
か
し
、
義
澄
は
左
近
中
将
で
、
こ
の
唐
名
は
親
衛
中
郎
将
・
親
衛
将

軍
・
羽
林
将
軍
な
ど
で
あ
り
、
信
ず
る
に
足
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
肥
前
松
平
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
『
源
氏
目
安
』
の
奥
書
に
は
文
明
十
八

年（
一
四
八
六
）の
按
察
使
藤
原
親
長
に
よ
る
本
奥
書
の
後
に
右
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

・  『
源
氏
目
安
』
奥
書
（
肥
前
松
平
文
庫
本
・
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〈
以

下
﹇
国
﹈〉
三
五
八
―
三
四
―
二
）

此
一
冊
、
依
持
明
院
前
宰
相
所
望
、
凌
老
眼
之
不
堪
令
書
写
訖
。

　
　

大
永
第
四
暦
五
月
十
二
日

　
　

頽
齢
六
十
八
歳
叟
民
部
卿
藤
原
元
長
」

這
抄
者
、
源
氏
一
部
之
大
意
被
載
之
歟
。
實
以
前
代
之
亀
鏡
、
後
世
之
鴻
寶
也
。

不
可
被
出
紗
窓
而
已
。

　

享
禄
第
五
夏
六
月
日

　
　
　
　

前
左
金
吾
将
軍
藤
」

大
永
四
年
（
一
五
二
四
）「
持
明
院
前
宰
相
」
に
対
し
て
書
写
さ
れ
た
本
が
、
享
禄

五
年
（
一
五
三
二
）
に
「
前
左
金
吾
将
軍
」
に
再
度
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。「
持
明
院
前
宰
相
」「
前
左
金
吾
将
軍
」
は
基
春
の
こ
と
だ
と
判
断
さ
れ

る
。
尊
経
閣
文
庫
に
基
春
自
筆
本
が
伝
わ
る『
入
木
管
見
抄
』（
大
永
六
年〈
一
五
二
六
〉）

奧
書
に
「
前
左
金
吾
将
軍
樗
材
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
裏
付
け
よ
う
。

と
は
言
え
『
花
鳥
余
情
』
に
「
衛
門
督
を
も
唐
名
に
金
吾
将
軍
と
い
へ
は
」
と
あ
る

よ
う
に
、
衛
門
督
を
指
す
例
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。
基
春
は
永
正
三
年
二
月
時
点
で
は

参
議
で
、
左
衛
門
督
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
永
正
三
年
十
一
月
（
公
卿
補
任
、
実
隆
公
記
、

宣
胤
卿
記
）
で
あ
り
、や
や
不
安
は
残
る
も
の
の
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
に
お
け
る
「
左

金
吾
将
軍
」
も
基
春
の
手
に
な
る
も
の
と
判
じ
て
大
過
な
い
の
で
は
な
い
か
。

『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
は
内
閣
十
冊
本
（
内
閣
文
庫
・
大
学
校
『
持
明
院
鷹
秘
書
』
十
冊
所

収
本
〈
一
五
四
―
三
五
四
〉）
を
例
に
と
る
と
次
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
。

ⅰ
．「
鷹
の
名
事
」。（
一
オ
）

ⅱ
．「
責
鷹
似
鳩
拙
抄
」
と
丁
中
央
に
記
さ
れ
た
内
題
。（
一
ウ
）

ⅲ
．  「
鷹
物
之
具
寸
法
事
」。
鷹
道
具
や
獲
物
の
懸
様
に
つ
い
て
の
記
載
。（
二
オ
〜

六
ウ
五
行
目
。
以
下
次
丁
ま
で
空
白
。）

ⅳ
．  

薬
・
飼
養
法
・
獲
物
取
扱
・
鷹
躰
・
道
具
・
再
び
薬
に
つ
い
て
の
記
載
。「
あ

ら
ん
所
を
あ
ら
ふ
な
り
」
と
条
の
中
途
か
ら
始
ま
り
、
前
文
に
欠
落
が
あ
る
。

（
七
オ
〜
二
三
オ
七
行
目
。
二
三
ウ
は
白
紙
）

ⅴ
．
菟
の
懸
様
・
尾
の
名
の
図
解
。（
二
四
オ
〜
二
四
ウ
）

ⅵ
．『
鷹
之
書
』
抄
出
。（
二
五
オ
〜
三
八
オ
）

田
安
公
本
系
統
の
内
閣
五
冊
本
（
内
閣
文
庫
・
大
学
校
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
五
冊
所

収
本
〈
一
五
四
―
三
〇
四
〉）、稲
葉
通
邦
系
統
の
阪
大
本
（
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
〈
八
〇

―
七
三
〉）
も
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
で
あ
る
。

現
在
確
認
し
て
い
る
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
は
す
べ
て
江
戸
期
の
写
本
で
あ
り
、
内

容
に
脱
落
が
多
い
こ
と
、
道
具
の
寸
法
な
ど
の
項
目
立
て
の
重
複
が
は
な
は
だ
し
い

も
の
の
内
容
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
一
部
に
後
世
の
取
り
合
わ
せ
箇
所
が
混

入
し
て
い
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
内
閣
三
冊
本
（
内
閣
文
庫
・
内
務

省
『
鷹
十
巻
書
』
所
収
本
〈
一
五
四
―
三
四
九
〉）
に
お
い
て
は
ⅰ
〜
ⅳ
が
第
四
巻
に
、ⅴ

〜
ⅵ
が
第
二
巻
に
所
収
さ
れ
る
。
立
命
館
大
学
本
（
立
命
館
大
学
西
園
寺
文
庫
『
十
二
系

圖
』
所
収
本
〈
二
〇
九
〉）
は
『
十
二
系
圖
』
の
他
に
四
巻
が
合
収
さ
れ
る
こ
と
が
共
紙

表
紙
左
肩
に
記
さ
れ
る
本
で
あ
る
が
、『
十
二
繋
圖
』
の
後
に
ｖ
・
ⅵ
の
み
合
写
さ
れ

る
。全

体
と
し
て
脱
落
が
多
く
、
ま
た
内
閣
三
冊
本
、
立
命
館
本
の
よ
う
に
前
後
半
が

別
に
伝
来
し
た
伝
本
も
あ
る
以
上
、
永
正
三
年
に
抄
出
さ
れ
た
時
点
で
の
形
態
は
測
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り
が
た
い
。
永
正
三
年
時
点
で
一
書
と
し
て
あ
り
、
う
ち
一
部
が
書
写
の
途
上
で
脱

落
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
転
写
の
う
ち
に
複
数
の
書
が
取
り
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
か

判
じ
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
項
で
は
奥
書
に
付
随
し
、
永
正
三
年
に
編
じ

ら
れ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
な
ⅵ
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

二　
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
持
明
院
家
旧
蔵
書

『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

・  『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
内
閣
十
冊
本
（
以
下
断
り
の
な
い
限
り
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
の
引
用

は
内
閣
十
冊
本
に
よ
る
）
ⅵ
冒
頭

鷹
之
書〈
此
書
も
所
持
之
抄
也
。
旅
宿
の
た
め
抜
書
に
注
之
。
秘
す
る
抄
物
也
。

仍
、
右
之
抄
に
閉
加
者
也
。〉

編
者
所
持
の
『
鷹
之
書
』
の
抜
書
き
に
注
し
た
も
の
で
、こ
れ
以
前
に
「
右
之
抄
」

が
あ
っ
た
ら
し
い
。

さ
て
、
中
世
に
お
け
る
持
明
院
家
の
鷹
書
を
検
討
す
る
上
で
中
澤
氏
も
着
目
さ
れ

て
い
る
の
が
、
尊
経
閣
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
持
明
院
家
旧
蔵
の
鷹
書
で
あ
る
。
小
野
恭

靖
氏
は
、
金
沢
市
立
図
書
館
加
越
能
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
持
明
院
殿
蔵
書
目
録
』

を
取
り
上
げ
、
お
よ
そ
前
田
綱
紀
時
代
に
持
明
院
家
家
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
、
あ
る
い

は
書
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
能
書
・
郢
曲
・
鷹
に
関
連
す
る
書
目
を
紹
介
さ
れ
て

い
る⑤
。
こ
の
中
で
「
元
書
御
所
望
之
分
」、
す
な
わ
ち
前
田
家
が
持
明
院
家
に
所
望

し
、寄
贈
を
受
け
た
書
目
と
し
て
『
臂
鷹
訣
』『
似
則
似
鳩
抄
』
が
指
摘
さ
れ
る
。
二

本
は
現
在
も
尊
経
閣
文
庫
に
蔵
さ
れ
て
お
り
、
室
町
末
期
の
写
本
と
さ
れ
る
。
こ
の

う
ち
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
の
示
す
『
鷹
之
書
』
に
求
め
ら
れ
る
条
件
に
極
め
て
近
い

書
が
『
臂
鷹
訣
』
で
あ
る
。

尊
経
閣
文
庫
『
臂
鷹
訣
』（
一
一
―
六
書
鷹
）。
以
下
、尊
経
閣
本
と
略
す
。
二
四
・
七

×
六
七
五
・
五
糎
。
巻
子
装
一
軸
。
改
装
打
曇
表
紙
。
外
題
な
し
。
内
題
「
臂
鷹
訣
」。

紙
背
は
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
の
具
注
暦
。
五
行
、
八
・
〇
〜
八
・
二
糎
幅
ご
と
に
折

目
が
み
ら
れ
る
。
折
目
を
軸
と
し
た
左
右
対
称
の
虫
喰
の
状
態
か
ら
見
て
も
、
一
時

は
折
本
装
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る⑥
。
具
注
暦
の
表
紙
も
残
る
。
縹
地
に
代
赭
の
横

刷
毛
目
模
様
。
左
肩
に
「
享
禄
二
年
暦　

歳
次
己
丑
」
と
う
ち
つ
け
書
。
書
写
は
享

禄
年
間
か
ら
さ
し
て
下
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
別
筆
の
朱
書
き
入
れ

も
多
い
が
、
こ
れ
も
改
装
以
前
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

『
臂
鷹
訣
』
と
い
う
書
名
を
持
つ
書
は
尊
経
閣
文
庫
本
の
他
に
、書
陵
部
に
お
い
て

所
蔵
が
確
認
さ
れ
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
・
松
岡
『
臂
鷹
訣
』（
二
〇
七
―
九
八
）
以
下
、

松
岡
本
と
略
す
。
袋
綴
一
冊
。
二
七
・
三
×
一
九
・
四
糎
。
料
紙
は
楮
紙
。
金
茶
横
刷

毛
目
表
紙
。
左
肩
に
「
臂
鷹
訣
」
と
題
簽
に
墨
書
。
全
二
七
丁
（
う
ち
遊
紙
・
前
一
丁
）。

奥
書
に
は
「
此
一
冊
者
太
宰
権
帥
公
廉
卿
被
許
拝
借
／
暫
時
謄
寫
之
者
也
猥
不
可
外

見
／

安
永
四
年
六
月　

大
和
守
伴
積
興
」（
二
五
ウ
）「
此
一
帖
者
以
積
興
朝
臣
秘
本

書
写
畢
／
寛
政
七
年
六
月
廿
一
日　

松
岡
平
次
郎
辰
方
（
花
押
）」
と
あ
る
。
有
職
故

実
の
大
家
で
あ
っ
た
滋
野
井
公
麗
の
蔵
書
を
、
国
学
者
の
尾
崎
積
興
が
安
永
四
年

（
一
七
七
五
）
に
謄
写
し
、寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
松
岡
辰
方
が
書
写
し
た
も
の
で

あ
る
。

〈
表
〉
の
よ
う
に
ⅵ
『
鷹
之
書
』
抄
出
箇
所
に
つ
い
て
は
、す
べ
て
『
臂
鷹
訣
』
に

対
応
箇
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
は
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
範
疇
で
は
な

く
、
同
文
一
致
と
見
做
せ
る
。
順
序
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
が

拠
っ
て
い
る
『
鷹
之
書
』
と
は
、『
臂
鷹
訣
』
の
類
書
で
あ
る
と
考
え
て
誤
る
ま
い
。
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〈
表
〉『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
『
臂
鷹
訣
』

さ
て
、
多
く
は
同
文
一
致
で
あ
る
も
の
の
一
部
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
に
編
者
の
加

注
ら
し
き
箇
所
が
あ
る
。

・  『
臂
鷹
訣
』
尊
経
閣
本
（
以
下
、
断
り
の
な
い
限
り
『
臂
鷹
訣
』
の
引
用
は
尊
経
閣
本
に

よ
る
）
四
七
箇
条
目

一
、
鷹
之
生ふ

之
事
、
横
生
は
藤
ふ
。
竪
生
は
鴫
生
。
地
の
赤
は
鶉
生
。
し
ほ
・

あ
か
た
か
は
同
物（

朱
筆
）不
ヽ
。七
見
様
ア
リ
。

也
。
兄
鷂
を
は
丹
こ
の
り
と
云
。
以
上
、
小
鷹
ニ
か
き
る
へ

し
。
又
、
上
毛
、
四
毛
、
羽
く
さ
ひ
の
ふ
く
り
ん
ふ
か
く
あ
る
は
を
は
、
覆
輪

白
と
云
。
上
か
う
あ
ほ
き
を
は
、
青
白
と
云
。
尾
羽
の
符
散
て
白
を
、
雪
白
と

云
。
鼻
毛
白
か
る
へ
し
。
以
上
、
大
小
共
ニ
お
な
し
。

・『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
一
八
箇
条
目

一
、
鷹
の
ふ
の
事
、
よ
こ
ふ
は
藤
苻
。
堅
苻
の
鴫
ふ
。
地
の
赤
は
鶉
符
也
。
し

ほ
・
赤
鷹
は
同
物
也
。〈
私
考
。
赤
鷹
・
し
ほ
、
同
物
に
や
。
此
抄
ニ
有
。
爪
ニ
替

事
有
。
口
傳
也
。
是
等
大
事
也
。
別
ニ
注
。〉
兄
鷂
を
は
、
丹に

こ
の
り
と
云
。
以

上
、
小
鷹
に
か
き
る
へ
し
。
又
、
上
毛
・
四
毛
、
覆
輪
ふ
か
く
有
を
は
、
覆
輪

白
と
い
ふ
。
上
か
ら
青
き
を
は
、
青
白
と
い
ふ
。
尾
羽
の
生
散
て
白
キ
を
は
、
雪

と
い
ふ
。
鼻
毛
し
ろ
か
る
へ
し
。
以
上
、
大
小
と
も
に
お
な
し
。

『
臂
鷹
訣
』
四
七
箇
条
目
は
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
一
八
箇
条
目
に
ほ
ぼ
対
応
す
る

が
、「
し
ほ
・
あ
か
鷹
」
を
同
物
と
す
る
『
臂
鷹
訣
』
四
七
箇
条
目
に
対
し
、『
責
鷹

似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
一
八
箇
条
目
で
は
「
私
考
」
以
下
割
書
で
「
同
物
に
や
」
と
疑
義
が

呈
さ
れ
る
。
こ
の
例
か
ら
も
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
に
条
を
加
え
て
『
臂
鷹
訣
』
が
成

立
し
た
と
は
考
え
難
く
、『
臂
鷹
訣
』
の
類
書
よ
り
抄
出
し
て
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
が

成
っ
た
と
類
推
さ
れ
る
。

さ
て
、
持
明
院
家
よ
り
前
田
家
に
『
臂
鷹
訣
』
と
共
に
伝
来
し
、
現
在
尊
経
閣
文

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 責
鷹
似
鳩
拙
抄
（
内
閣
十
冊
）

水
筒
の
事

白
の
装
束
の
事

小
鷹
の
ひ
ね
り
の
事

吉
日
の
事

鴈
の
丸
を
と
り
く
わ
せ
を
す

る
に
は

田
を
の
事

ひ
ね
り
の
事

大
た
か
の
鳥
屋
作
事

餌
袋
に
鳥
さ
す
事

鷹
の
ふ
の
事

打ウ
チ
カ
イ
フ
ク
ロ

抛
飼
嚢
の
事

の
事

鷹
を
人
に
み
す
る
次
第

ゆ
か
け
の
緒
を
と
む
る
や
う

春
う
ち
た
る
鷹
を
は

尾
を
白
尾
に
て
つ
く
事

鷹
の
鳥
を
木
に
付
る
事

鷹
請
取
わ
た
す
事

虎コ

縄ツ
ナ

事
一
か
ら
の
長

山
申
の
事

鷹
野
へ
出
る
時
祓
を
す
る
様

結
架
法
式
不
定

架
の
あ
み
き
ぬ

架
布
敷
は

架
の
た
か
さ

神
社
俸
幣
の
た
め
に
鷹
を
奉

に
は

32 52 54 59 62 28 33 48 49 47 41 40 39 38 37 46 45 44 43 26 25 24 23 20 19 7 5 4 3 1

臂
鷹
訣
（
尊
経
閣
）

水
筒
事

白
の
将
束
之
事

小
鷹
の
ひ
ね
り
の
事

吉
日
之
事

鴈
の
丸
を
と
り
く
わ
せ
を
す

る
ニ
は

田
緒
事

ひ
ね
り
の
事

母大

鷹
の
鳥
屋
作
事

餌
袋
に
鳥
さ
す
事

鷹
之
生
之
事

抛う
ち

飼
嚢
之
事

旋
之
事

鷹
を
人
に
見
す
る
次
第

鷹
人
に
渡
ニ
ゆ
か
け
を
わ
た

す
事
な
し

鞢
の
緒
と
む
る
事

春
打
た
る
鷹
を
は

尾
を
白
尾
に
て
つ
く
事

木
ニ
付
さ
る
鳥
を
請
取
渡
に

は 鷹
の
鳥
を
木
に
付
事

三
指
の
礼
之
事

鷹
請
取
渡
し
の
事

虎コ

縄ナ
ハ

之
事

一
か
ら
の
長
さ

山
申
事

野
へ
出
る
時
祓
す
る
事

結
架
は
定
法
な
し

架
の
編
き
ぬ

架
布
数
は

架
の
高
さ

神
社
俸
幣
の
た
め
に
鷹
を
奉

る
は

33 52 54 63 62 29 34 48 49 46 41 40 39 38 45 44 43 26 25 24 20 19 7 5 4 3 1
臂
鷹
訣
（
書
陵
部
・
松
岡
）

水
筒
事

白
の
装
束
の
事

小
鷹
の
ひ
ね
り
の
事

吉
日
之
事

鴈
の
丸
を
取
く
わ
せ
を
す
る

に
は

田
緒
事

ひ
ね
り
の
事

大
鷹
の
鳥
屋
作
事

餌
袋
に
鳥
さ
す
事

鷹
の
生
の
事

打
抛
飼
嚢
の
事

　モ
ト
オ
ク之
事

鷹
を
人
に
見
す
る
次
第

鞢
の
緒
と
む
る
事

春
打
た
る
鷹
を
は

尾
を
白
尾
に
て
継
事

鷹
の
鳥
を
木
に
付
る
事

鷹
請
取
わ
た
す
事

虎
縄
事

へ
お

一
か
ら
の

山
申
事

野
へ
出
し
時
祓は
ら
い

す
る
事

ゆ
い
ほ
こ
は
定

さ
た
ま
る

法
な
し

架
の
編あ

み

き
ぬ

架
布
敷
は

架
の
た
か
さ

神シ
ン
シ
ャ
ホ
ウ
ヘ
イ

社
捧
幣
の
た
め
に
鷹
を
奉

る
に
は
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庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
似
則
似
鳩
抄
』（
一
一
―
五
書
鷹
）
と
い
う
書
が
あ
る
。
外
題
に

「
似
則
似
鳩
抄
」と
題
簽
が
付
さ
れ
る
巻
子
装
一
軸
。
二
六
・
〇
×
七
〇
二
・
七
糎
。
紙

背
は
大
永
八
年
（
享
禄
元
年
）
の
仮
名
暦
と
斎
藤
利
賢
書
状
。
内
題
に
も
「
似
則
似
鳩

抄
」
と
記
さ
れ
、末
尾
に
「
此
草
借
筆
写
了
。
落
字
相
違
事
等
候
者
也
。
後
日
仁
加
一

覧
。
可
直
付
者
也
。
可
禁
外
見
而
已
。」と
あ
る
。
内
容
は
基
春
の
他
書
の
記
述
な
ど

と
一
致
す
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
持
明
院
家
の
家
説
を
継
承
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
孤
本
で
あ
る
。
こ
の
書
に
前
掲
の
『
臂
鷹
訣
』『
責
鷹
似

鳩
拙
抄
』
と
関
連
す
る
記
載
が
み
ら
れ
る
。

・『
似
則
似
鳩
抄
』
六
六
箇
条
目

一
、
く
れ
な
ゐ
の
鷹
・
し
ほ
一
の
様
に
申
。
誠
に
同
躰
歟
。
し
ほ
に
は
、
爪
の

う
ら
に
、し
の
き
た
つ
。
そ
れ
を
見
る
所
口
傳
と
申
侍
り
。
し
ほ
・
あ
か
鷹
別
々

な
り
。

『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
一
八
箇
条
目
傍
線
部
が
、『
似
則
似
鳩
抄
』
六
六
箇
条
目

傍
線
部
に
対
応
箇
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

〈
表
〉
に
示
し
た
通
り
、条
の
構
成
な
ど
『
臂
鷹
訣
』
と
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
松
岡
本
の
ほ
う
が
近
似
し
て
い
る
例
も
多
く
、
尊
経
閣
本
が
『
責

鷹
似
鳩
拙
抄
』
編
者
の
参
照
し
た
『
鷹
之
書
』
の
原
態
を
そ
の
ま
ま
に
留
め
て
い
る

と
す
る
の
に
は
躊
躇
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
尊
経
閣
本
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
む

し
ろ
朱
筆
の
書
入
れ
で
あ
ろ
う
。「
し
ほ
・
あ
か
鷹
は
同
物
也
」
と
す
る
本
行
本
文
に

対
し
、「
不
ヽ
」
と
自
説
と
の
差
異
を
示
す
の
で
あ
る
。『
臂
鷹
訣
』
五
九
箇
条
目
が

『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
二
四
箇
条
目
、『
似
則
似
鳩
抄
』
六
〇
箇
条
目
に
お
い
て
も
、
同

様
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
尊
経
閣
本
『
臂
鷹
訣
』
は
書
写
時
期
か
ら
考

え
て
も
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
を
編
じ
た
時
期
よ
り
も
下
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
朱
筆

の
書
入
れ
が
必
ず
し
も
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
に
て
の
「
私
考
」
箇
所
と
一
致
す
る
わ

け
で
も
な
い
の
で
、
基
春
が
尊
経
閣
本
『
臂
鷹
訣
』
に
書
入
れ
を
し
な
が
ら
『
責
鷹

似
鳩
拙
抄
』
を
記
し
た
、
な
ど
と
い
う
仮
説
は
成
り
立
た
な
い
。
た
だ
、
こ
う
い
っ

た
書
入
れ
の
一
致
は
、
持
明
院
家
の
歴
代
が
、
鷹
書
と
い
う
伝
書
の
上
で
家
説
を
形

成
し
て
い
っ
た
様
相
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

・『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
二
七
箇
条
目

一
、
水
筒
事
、
ふ
と
さ
八
寸
。
節
三
。
長
さ
一
尺
四
寸
也
。
上
下
の
節
の
外
に
、

五
分
斗
に
乳
を
い
た
し
て
、
穴
を
し
て
、
く
ひ
に
か
く
る
縄
を
と
を
し
て
、
所

持
す
へ
き
也
。
中
の
（　
　
　
　
　
　

節
と
本
の
ふ
し
の
間
六
寸
あ
り
。
竹
を
用
て
）

水
か
ふ
口
を
す
へ
し
。
口
の
長
サ
、節
の
間
に
し
た
か
ふ
へ
し
。
口
の
如
此
✚✚マ

マ

。

〈
中
の
節
に
油
筒
の
こ
と
く
穴
を
あ
け
て
、水
の
出
入
を
す
へ
し
。
口
に
物
を
さ

さ
す
や
う
に
す
へ
し
。〉
竹
の
皮
の
外
ニ
は
み
な
う
る
し
に
て
ぬ
る
へ
し
。〈
私
ニ

考
、
水
筒
の
事
、
諸
抄
ニ
定
ル
法
な
し
と
有
〉（
以
下
七
行
空
白
）」

（
図
）

水
つ
ゝ
の
寸
ほ
う
、
不
定
と
諸
抄
に
有
と
い
へ
と
も
、
有
秘
本
に
し
る
し
置

間
事
加
之
。
大
か
た
寸
法
等
前
に
注
分
、
可
然
歟
。
可
禁
外
見
者
也
。

・『
似
則
似
鳩
抄
』
三
四
箇
条
目

一
、
水
筒
事
、
緒
抄
に
定
而
法
な
し
と
あ
り
。
た
ゝ
、
小
鷹
を
つ
か
ふ
時
、
水

を
入
て
、
墅
に
て
か
ふ
な
り
。
ふ
と
き
八
寸
斗
の
竹
、
長
さ
一
尺
四
・
五
寸
の
竹

也
。
大
方
も
と
見
及
た
る
分
、
ゑ
に
う
つ
し
て
左
に
あ
り
。
よ
く
〳
〵
可
有
思

案
事
也
。

（
図
）

煩
雑
に
な
る
た
め
『
臂
鷹
訣
』
の
掲
出
は
避
け
た
が
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・

二
七
箇
条
目
「
私
考
」
以
前
は
ほ
ぼ
同
文
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
傍
線
部

内
閣
五
冊
本
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が
加
注
箇
所
で
あ
り
、図
は
『
臂
鷹
訣
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。『
似
則
似
鳩
抄
』
三
四

箇
条
目
に
記
さ
れ
た
図
は
、
透
写
さ
れ
た
の
か
、
仮
名
暦
で
は
な
く
別
の
白
紙
に
記

し
た
も
の
が
貼
り
つ
が
れ
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
二
七
箇
条
目
の
図
と
一
致
。
ま

た
破
線
部
の
よ
う
に
寸
法
説
の
接
近
も
見
い
だ
せ
る
。『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
『
似
則

似
鳩
抄
』
で
は
、
文
体
な
ど
に
同
文
一
致
箇
所
が
少
な
く
、
ま
た
書
写
時
期
や
書
写

者
な
ど
か
ら
も
現
存
す
る
『
似
則
似
鳩
抄
』
を
も
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
筆
者
が
参
照

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、「
諸
抄
に
定
る
法
な
し
と
有
」

と
い
う
記
載
が
字
句
に
至
る
ま
で
一
致
を
見
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
同
類

の
鷹
書
を
も
と
に
、
両
書
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

さ
て
、「
私
考
」
と
割
書
に
す
る
箇
所
以
外
に
も
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
編
者
が
書
き

加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
次
の
例
で
あ
る
。

・『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
八
箇
条
目

一
、
ヘ
オ

か
ら
の
長
、
廿
尋
。
浅
青
柹
染
な
る
へ
し
。

し
り
を
放
て
つ
か
ふ
を

は
、
へ
を
し
り
う
た
す
る
と
い
ふ
。
手
に
引
と
む
る
を
は
、
う
た
せ
ぬ
と
い
ふ
。

豹ヘ

尾ヲ

と
も
か
く
。

に
付
る
革
を

コ

革カ
ハ

と
い
ふ
。
豹ヘ

ヲ

筒ツ
ヽ

長
サ
、
四
寸
二
分
。
上

の
方
に
あ
な
を
あ
け
て
、
下
の
方
を
ほ
そ
く
削
な
り
。
竹
の
か
は
半
分
に
の
こ

す
へ
し
。
一
か
ら
と
い
ふ
は
一
ツ
、
一
し
り
と
は
三
ツ
。
又
、
き
れ
た
る
を
つ

く
は
口
傳
有
。

此　

事
、
當
流
に
相
違
也
。
一
か
ら
と
云
は
心
を
云
と
有
。
廿
尋
の
事
、

多
分
如
此
。
當
流
に
は
廿
一
尋
也
。

一
、
虎コ

縄ツ
ナ

事
、
兄
鷹
・
大
た
か
の
物
也
。
竹
に
は
巻
さ
る
な
り
。
を
き
縄
と
も

い
ふ
。又

、此
事
不
審
也
。
を
き
縄
四
十
尋
と
あ
り
。
こ
革
な
ど
の
付
様
、　

に
い

さ
ゝ
か
替
也
。
返
々
こ
縄
の
事
と
有
は
不
審
也
。

・『
似
則
似
鳩
抄
』
三
二
・
三
三
箇
条
目

一
、
経
緒
筒
の
事
、
四
寸
余
也
。
経
緒
の
長
さ
廿
尋
也
。
當
流
ニ
ハ
廿
一
尋
也
。

又
、
廿
五
尋
に
用
る
人
あ
る
歟
。

一
、
を
き
縄
の
事
、
四
十
尋
也
。
是
を
虎
縄
と
云
し
由
申
人
あ
り
。
こ
縄
と
は

小
つ
な
也
。
大
た
か
に
か
き
り
て
あ
る
也
。
み
し
ろ
き
物
也
。
故
實
に
す
る
事

あ
り
。
し
か
〳
〵
と
寸
法
以
下
秘
す
る
事
な
し
。
但
、
別
而
口
傳
な
と
あ
る
事

不
知
之
。

『
臂
鷹
訣
』
二
三
・
二
四
箇
条
目
は
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
八
・
九
箇
条
目
傍
線

部
以
外
と
ほ
ぼ
同
文
一
致
を
見
せ
る
。『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
八
・
九
箇
条
目
の
不

審
箇
所
は
対
し
て
諸
本
共
通
し
て
二
字
下
げ
で
「
當
流
」
の
説
が
記
さ
れ
る
。『
責
鷹

似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
・
八
・
九
箇
条
目
・『
似
則
似
鳩
抄
』
三
二
・
三
三
箇
条
目
の
傍
線
部
は

重
な
る
記
載
を
持
ち
、
二
字
下
げ
箇
所
も
ま
た
「
私
考
」
箇
所
と
同
様
、
編
者
の
加

注
箇
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
は
『
臂
鷹
訣
』
の
類
本
よ
り
抄
出
し
、
自

説
と
異
な
る
箇
所
は
加
注
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、編
者
の
「
自
説
」
は
『
似

則
似
鳩
抄
』
や
尊
経
閣
本
『
臂
鷹
訣
』
朱
筆
書
入
れ
箇
所
と
近
似
す
る
。
持
明
院
家

家
説
形
成
に
お
け
る
二
書
の
重
要
性
が
内
容
面
か
ら
も
明
確
に
な
っ
た
。

三　
『
臂
鷹
訣
』
の
伝
来
経
路

そ
れ
で
は
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
に
抄
出
さ
れ
る
『
臂
鷹
訣
』
は
ど
う
い
っ
た
伝
来

経
路
を
持
つ
書
で
あ
っ
た
の
か
。『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
編
者
や
同
時
に
伝
来
し
た
『
似

則
似
鳩
抄
』
と
は
一
部
説
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で

あ
る
。
ま
た
尊
経
閣
本
『
臂
鷹
訣
』
の
書
入
れ
は
改
装
以
前
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
旧
蔵
者
の
持
明
院
家
の
者
の
手
に
よ
る
と
仮
定
す
る
と
、
持
明
院
家
の
中
心
家
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説
と
は
や
や
位
相
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
臂
鷹
訣
』
尊
経
閣
本
と
松
岡
本
を
比
較
す
る
と
、
尊
経
閣
本
の
方
が

末
尾
の
鷹
詞
が
少
な
く
、
不
自
然
に
切
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
続
き
は
散

逸
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
持
明
院
殿
蔵
書
目
録
』
に
現
行
の
目
録
に
付
さ
れ
た
書
名
が
見
ら
れ
な
い
も
の

の
、
装
丁
や
函
架
番
号
な
ど
か
ら
中
澤
氏
も
着
目
さ
れ
て
い
る
本
が
あ
る
。
函
架
番

号
は
一
一
―
四
書
鷹
。
巻
子
装
一
軸
。
竪
二
五
・
三
×
横
五
〇
三
・
五
。
表
装
は
改
装

打
曇
表
紙
で
『
臂
鷹
訣
』『
似
則
似
鳩
抄
』
と
似
通
っ
た
体
裁
で
あ
る
。『
鷹
之
書
』

と
目
録
に
は
記
さ
れ
る
が
、
外
題
は
な
く
、
冒
頭
に
欠
損
が
あ
る
。
包
紙
に
は
「
無

名
鷹
書
／
裏
暦
ニ
享
禄
元
年
ノ
字
ア
リ
」と
記
さ
れ
る
。
紙
背
は
享
禄
二
年
仮
名
暦
。

現
存
箇
所
は
鷹
詞
の
列
挙
か
ら
始
ま
り
、
礼
法
に
関
す
る
記
載
が
主
。
紙
背
の
仮
名

暦
は
三
月
八
日
以
降
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
十
二
月
末
日
ま
で
は
残
存
し
て
い
る
た

め
、
欠
落
箇
所
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
鷹
之
書
』
冒
頭
と
尊
経
閣
本
『
臂
鷹
訣
』
末
尾
、松
岡
本
『
臂
鷹
訣
』
を
比
較
す

る
と
意
外
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

・『
臂
鷹
訣
』（
松
岡
本
）「
鷹
の
言
葉
」

（
前
略
）

の
き
は
う
つ　

み
さ
こ
は　

右
は　

左
は　

ほ
こ
を
つ
き
あ
る　

を
し
お
り
て

草
ニ
入　

く
さ
を
と
る　

見
と
り　

と
り
く
る
ま　

は
い
か
ら
む
か
た
む
る

（
後
略
）

・『
臂
鷹
訣
』（
尊
経
閣
本
）「
鷹
詞
之
事
」

（
前
略
）

の
き
は
打　

み
さ
こ
羽　

右
羽　

左
羽　

ほ
こ
を
つ
き
て
あ
か
る

・『
鷹
之
書
』
冒
頭

□（
欠
）□

お
り
て
草
ニ
入　

草
を
□（

欠
）□　

鳥
く
る
ま　

は
い
か
ら
む　

□（
欠
）□　

（
後
略
）

松
岡
本
『
臂
鷹
訣
』
と
比
較
す
る
と
、
尊
経
閣
本
『
臂
鷹
訣
』
脱
落
部
は
、『
鷹
之

書
』
に
書
き
継
が
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る⑦
。
こ
の
一
点
の
み
で
は
な
く
『
臂
鷹
訣
』

と
『
鷹
之
書
』
の
一
致
は
、細
か
な
用
字
意
識
に
至
る
ま
で
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
、

字
体
の
面
か
ら
み
て
も
、
ま
た
紙
背
で
あ
る
暦
が
同
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
元
来

は
二
巻
仕
立
て
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
鷹
之
書
』
は
鷹
詞
に
関
す
る
記
載
の
後
に
、一
つ
書
き
の
礼
法
や
鷹
詞
に
関
す
る

記
載
が
続
く
が
、
二
四
箇
条
の
一
つ
書
き
の
後
、
書
の
半
ば
ほ
ど
に
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
、
後
一
つ
書
が
続
く
。

・『
鷹
之
書
』

此
書
、
聊
爾
ニ
不
可
有
外
見
者
也
。

此
書
ハ
、
禅
蔵
寺
殿
被
調
多
治
見
ニ
預
ヶ
致
置
者
也
云
々
。

中
澤
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
「
禅
蔵
寺
殿
」
と
は
美
濃
の
土
岐
頼
忠
（
頼
世
）（
元

亨
三
年
〈
一
三
二
三
〉
〜
応
永
四
年
〈
一
三
九
七
〉）
を
示
す⑧
。
ま
た
、
多
治
見
と
は
、
同

時
期
美
濃
の
守
護
代
で
あ
っ
た
多
治
見
三
河
入
道
道
甚
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う⑨
。
記

載
箇
所
か
ら
、
こ
れ
が
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
対
応
箇
所
の
来
歴
を
も
示
し
て
い
る
と

は
断
定
で
き
な
い
が
、
持
明
院
家
の
鷹
書
に
土
岐
氏
伝
来
の
書
が
摂
取
さ
れ
た
点
は

興
味
深
い
。
持
明
院
家
関
連
鷹
書
で
土
岐
と
の
関
わ
り
が
示
唆
さ
れ
る
の
は
こ
れ
の

み
で
は
な
い
。

・
『
鷹
秘
抄
』（
内
閣
十
冊
本
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
第
九
冊
）

本
云
嘉
暦
三
年
二
月
廿
三
日
書
寫
畢
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此
鷹
府譜

者
、
自
禅土

岐
蔵
寺
殿
、
西
郷
殿
参
ル
ヲ
、
大
巣
殿
御
相
傳
自
其
写
畢
。

　
　
　
　

  

右
一
帖
者
、
彼
家
之
秘
傳
云
々
。
雖
然
此
内
流
布
之
抄
也
。
文
字
誤

無
正
躰
事
、
多
之
。
非
用
捨
者
不
可
用
之
。
如
本
寫
留
者
也
。

　
　
　
　
　
　

永
正
十
三
年
六
月
十
九
日　
　

左
金
吾
藤
（
花
押
）

永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
基
春
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
『
鷹
秘
抄
』
も
ま
た
、頼
忠

を
由
来
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
澤
氏
の
考
察
に
あ
る
よ
う
に
、
西
郷
殿
、
大
須
殿

に
つ
い
て
は
、
両
者
と
も
に
頼
忠
息
で
あ
る
頼
音
、
頼
兼
が
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る⑩
。

土
岐
家
と
鷹
に
関
し
て
は
「
土
岐
の
鷹
」
と
呼
ば
れ
る
鷹
の
絵
が
著
名
で
あ
る
が
、

頼
忠
の
鷹
の
絵
は
揖
斐
郡
池
田
町
禅
蔵
寺
に
蔵
さ
れ
、
一
風
を
な
し
た
絵
画
で
あ
っ

た⑪
。
書
き
入
れ
の
時
期
も
問
題
に
な
る
が
『
尊
卑
文
脈
』
が
、
頼
忠
に
対
し
て
「
弓

馬
上
手
、
鷹
一
流
相
伝
」
と
傍
書
す
る
よ
う
に
、
鷹
に
関
す
る
一
流
を
相
伝
す
る
人

物
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
米
原
正
義
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
責
鷹
似
鳩
拙

抄
』
が
編
纂
さ
れ
た
の
と
同
時
期
を
生
き
た
、土
岐
政
房
（
長
禄
元
年
〈
一
四
五
七
〉
― 

永
正
一
六
年
〈
一
五
一
九
〉）
も
ま
た
鷹
と
の
関
わ
り
が
深
い
人
物
で
あ
り
、家
伝
の
養

鷹
法
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
『
翰
林
葫
蘆
集
』
第
五
「
賛
鷹
」
な
ど
よ
り
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る⑫
。
こ
う
し
た
土
岐
氏
が
家
伝
来
の
鷹
書
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
は
、

自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

公
家
の
「
鷹
の
家
」
で
あ
る
持
明
院
家
の
鷹
書
に
、
美
濃
と
い
う
地
方
武
家
の
土

岐
氏
と
の
連
関
を
指
摘
す
る
こ
と
を
や
や
唐
突
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
基
春
は
応
仁
の
乱
以
後
、
主
と
し
て
美
濃
に
て
過
ご
し
て
お
り
、
土
岐
氏
と
の

つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
芳
賀
幸
四
郎
氏
の
指
摘
通
り
三
条
西
実
隆
と
土
岐
氏
と
の
仲

介
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
の
で
あ
る⑬
。
ま
た
基
春
が
土
岐
氏
の
蔵
本
を

書
写
し
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
奥
書
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

・  『
蹴
鞠
鈔
物
部
類
』（
内
閣
文
庫
、甘
露
寺
家
旧
蔵
〈
一
九
九
―
二
六
三
〉）
所
収
『
蹴
鞠

略
記
』

此
一
巻
、
依
執
心
授
土
岐
民
部
大
輔
殿
申
訖
。

　

永
正
二
年
十
一
月
日　

権
中
納
言
雅
俊

右
一
巻
、
十
二
ヶ
條
、
以
持
明
院
前
宰
相
本
令
書
写
之
。

　
　
　
　

大
永
六
年
五
月
廿
六
日　

正
二
位
藤
（
花
押
）

永
正
二
年（
一
五
〇
五
）飛
鳥
井
雅
俊
が
土
岐
民
部
大
輔
に
伝
授
し
た『
蹴
鞠
略
記
』

を
、大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
に
持
明
院
前
宰
相
本
す
な
わ
ち
基
春
本
を
以
て
書
写
し

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
基
春
が
土
岐
氏
伝
来
の
鷹
書
を
入
手
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
公
家
の
伝
統
的
な
「
鷹
の
家
」
と
し
て
み
な
さ
れ
て

き
た
持
明
院
家
の
鷹
書
に
お
け
る
知
の
う
ち
に
は
、
美
濃
と
い
う
在
国
に
て
入
手
し

た
武
家
で
あ
る
土
岐
氏
由
来
の
書
が
そ
の
一
角
を
占
め
る
と
い
う
、
興
味
深
い
事
実

が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

四　

加
注
箇
所
と
『
鷹
百
首
』（「
た
か
や
ま
に
」
類
）
注

土
岐
頼
忠
由
来
の
鷹
書
『
臂
鷹
訣
』
に
多
く
を
拠
っ
た
構
成
を
取
り
な
が
ら
、
編

者
は
加
注
を
施
し
て
い
る
。
で
は
、
編
者
が
「
当
流
」
と
す
る
説
に
は
ど
の
よ
う
な

傾
向
が
見
い
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
。

実
は
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
二
三
箇
条
目
傍
線
部
以
は
室
町
後
期
以
降
さ
か
ん
に
書

写
さ
れ
た
『
鷹
百
首
』（「
た
か
や
ま
に
」
類
）
注
と
の
接
近
が
み
ら
れ
る
。

・『
鷹
百
首
』（「
た
か
や
ま
に
」
類
）
御
所
本

5
世
中
は
へ
し
り
う
た
れ
の
は
し
鷹
の
え
そ
引
き
ら
ぬ
心
よ
は
さ
に
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へ
し
り
と
は
、
経ヘ

ヲ緒
み
し
か
く
て
、
放ハ

ナ

さ
ぬ
を
云
也
。
心
よ
は
く
て
捨

え
ぬ
世
に
た
と
ふ
る
也
。
凡
、
経
緒
は
廿
尋イ

ロ

也
。
但
、
當
流
は
廿
一
尋

也
。

26
片カ

タ
ヤ
ブ藪

に
む
す
ほ
ゝ
る
と
も
へ
を
さ
ゝ
む
心
も
し
ら
ぬ
つ
み
の
若
鷹

　
　
　

  

へ
を
さ
す
と
は
付
る
事
也
。
へ
を
、
は
い
た
る

（
か
カ
）よ

り
し
て
ち
い
さ
き
鷹

に
あ
り
。
大
鷹
に
は
、
を
き
縄
と
て
四
十
尋
の
縄
あ
り
。

・
小
鷹
は

や
す
く
て
、
下
手
の
つ
か
は
さ
る
も
の
な
り
。

文
亀
三
年
の
奥
書
を
も
つ
彰
考
館
本
（﹇
国
﹈
三
二
―
二
九
四
―
四
）、
大
永
四
年

（
一
五
二
四
）
の
奥
書
を
も
ち
、
西
園
寺
実
宣
本
の
転
写
で
あ
る
立
命
館
大
学
西
園
寺

文
庫
本
（
二
〇
八
）
な
ど
で
は
、
二
十
尋
説
を
挙
げ
た
後
に
「
当
流
説
」
と
し
て
、

二
十
一
尋
と
但
し
書
き
す
る
。
山
本
氏
に
よ
る
と
以
上
の
類
は
増
補
箇
所
を
含
む
と

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
比
較
的
早
く
に
成
立
し
た
と
考
察
さ
れ
る⑭
文
明
の
奥
書
を

持
つ
群
馬
大
学
図
書
館
本
（﹇
国
﹈ 

七
七
―
二
〇
―
二
）
に
お
い
て
は
、
二
六
首
目
に
の

み
経
緒
二
十
尋
説
が
と
ら
れ
、
二
十
一
尋
説
、
お
き
縄
の
説
は
見
出
せ
な
い
。『
鷹
百

首
』
御
所
本
と
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
の
「
当
流
」
説
は
一
致
し
、
お
そ
ら
く
御
所
本

な
ど
の
類
の
『
鷹
百
首
』
へ
の
加
注
者
は
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
編
者
と
説
を
共
有
し

て
い
た
と
し
て
誤
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
は
微
妙
な
例
で
は
あ
る
が
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
『
鷹
百
首
』
注
と
の

近
似
は
他
の
箇
所
に
も
見
出
せ
る
。

・『
鷹
百
首
』（「
た
か
や
ま
に
」
類
）
御
所
本
（
五
〇
一
―
九
二
一
）

22
昨
日
と
い
ひ
け
ふ
も
さ
な
か
ら
狩
暮
ぬ
あ
か
け
の
鷹
の
あ
く
年
も
な
く

　
　
　

  

あ
か
け
、
若
鷹
な
り
。
當
年
の
鷹
也
。
網ア

ミ

に
懸カ

ケ

取
故
也
。
但
、
も
ち
に

て
も
と
れ
、
若
鷹
を
は
あ
か
け
と
申
な
ら
は
せ
り
。
又
、
赤ア

カ
ケ毛

の
鷹
と

云
事
あ
り
。
唯
、
毛
の
赤
也
。
凡
、
逸
物
也
。
赤
鷹
と
申
事
あ
り
。
昔
、

母
を
鷲ワ
シ

に
と
ら
れ
て
毛
紅
に
成
て
、終
鷲
を
と
り
こ
ろ
し
け
り
。
是
を
、

紅
の
鷹
と
も
、
あ
か
鷹
と
も
申
也
。
し
ほ
と
云
鷹
あ
り
。
白
鷹
、
年
か

さ
な
れ
は
、
薄ウ

ス

紅
梅
に
な
る
を
、
し
ほ
と
申
也
。
仍
。
白
と
同
事
に
見

所
あ
り
。

和
歌
に
詠
じ
ら
れ
た
「
網あ

か
け懸

」
の
鷹
に
つ
い
て
の
注
か
ら
「
あ
か
け
」
の
連
想
で

赤
い
毛
を
持
つ
「
赤
毛
」
の
鷹
の
解
釈
へ
と
脱
線
し
、
母
を
鷲
に
と
ら
れ
た
「
紅
の

鷹
」
に
つ
い
て
の
説
話
を
記
し
、そ
の
後
同
じ
く
赤
色
系
で
薄
紅
梅
で
あ
る
も
の
の
、

年
老
い
た
白
鷹
で
あ
る
「
し
ほ
」
に
つ
い
て
注
さ
れ
る
。『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
ⅵ
一
八

箇
条
目
で
取
り
上
げ
た
「
あ
か
鷹
・
し
ほ
」
を
同
物
で
あ
る
か
に
つ
い
て
注
を
し
た

箇
所
と
の
関
心
が
重
な
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
鷹
百
首
』
御
所
本
二
二
首
目
に
お
け

る
「
白
と
同
事
に
見
所
あ
り
」
と
い
う
注
文
と
、『
臂
鷹
訣
』
四
七
箇
条
目
「
七
見
様

ア
リ
」
と
い
う
朱
筆
書
き
入
れ
の
近
似
も
、「
し
ほ
」
を
白
鷹
が
年
を
経
た
も
の
が

「
し
ほ
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
基
底
に
流
れ
て
い
る
た
め
と
解
せ
る
。
ま
た
『
似
則

似
鳩
抄
』
六
六
箇
条
目
と
同
様
「
紅
の
鷹
」
が
連
想
さ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

中
世
後
期
に
盛
ん
に
書
写
さ
れ
た
『
鷹
百
首
』
の
伝
本
の
一
部
が
、
歌
語
解
説
書

と
は
一
見
遠
い
関
係
に
あ
る
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
に
お
け
る
編
者
加
注
箇
所
と
気
脈

を
通
じ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
と
持
明
院
家
旧
蔵
書
と
の
比
較
を

通
じ
て
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
編
者
の
依
拠
資
料
を
検
討
し
た
。
そ
の
上
で
基
春
が
身

を
寄
せ
た
美
濃
の
土
岐
氏
に
由
来
す
る
書
を
摂
取
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
加
注

箇
所
と
『
鷹
百
首
』（「
た
か
や
ま
に
」
類
）
注
と
の
近
似
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

従
来
、
公
家
の
伝
統
的
な
「
鷹
の
家
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
持
明
院
家
の
鷹



一
五
〇

668

書
で
あ
る
が
、
公
家
由
来
の
も
の
の
み
で
は
な
く
、
武
家
で
あ
る
土
岐
氏
伝
来
の
書

も
積
極
的
に
取
り
込
ん
だ
上
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
こ
と
の
み
で
、
武
家
知
が
公
家
知
へ
流
入
し
た
と
結
論
に
短
絡
的
に
結
び
付
け

る
こ
と
は
憚
ら
れ
る
。
都
の
文
化
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
土
岐
氏
の
文
化
活
動
を

踏
ま
え
る
と
、
単
純
に
公
家
・
武
家
の
二
分
類
の
み
で
は
捕
捉
し
え
な
い
問
題
も
ま

た
予
想
さ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
よ
り
詳
細
な
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
土
岐
氏
伝
来
の
鷹
書
を
取
り
込
み
、『
鷹
百
首
』
注
の
中
で
も
比
較
的
新
し

い
時
期
に
成
立
し
た
注
文
に
一
致
す
る
記
載
を
加
え
る
過
程
に
、
公
家
・
武
家
の
み

に
分
類
し
え
な
い
知
の
濁
流
が
、
精
選
さ
れ
、
近
世
に
通
じ
る
公
家
の
学
芸
の
基
盤

が
形
成
さ
れ
て
い
く
様
相
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
取
り
扱
っ
た
事
例
は
、
中
世
末
期
に
脚
光
を
浴
び
後
に
家
職
と
さ
れ
る
公

家
の
学
芸
と
、
中
世
知
の
蠢
動
と
の
連
結
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
る
証
左
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

注①　
宮
内
庁
式
部
職
編
『
放
鷹
』（
一
九
三
一
年
一
二
月
、
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
。

②　
『
持
明
院
家
鷹
十
巻
書
』
お
よ
び
、
こ
れ
に
所
収
さ
れ
る
『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
諸
本

に
つ
い
て
は
別
稿
を
な
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。（
拙
稿
「
近
世
に
お

け
る
持
明
院
家
関
連
鷹
書
群
の
形
成
と
伝
来
」『
古
典
遺
産
』
六
二
、二
〇
一
三
年
一
月

刊
行
予
定
）。

③　

中
澤
克
昭
氏
「
公
家
の
「
鷹
の
家
」
を
探
る
」（『
日
本
歴
史
』
七
七
三
、二
〇
一
二

年
一
〇
月
）。
な
お
、
本
稿
を
為
す
に
あ
た
っ
て
、
氏
の
ご
研
究
に
着
想
を
得
た
部
分

が
大
き
い
。

④　

二
本
松
泰
子
氏
『
中
世
鷹
書
の
文
化
伝
承
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
一
年
）。

⑤　

小
野
恭
靖
氏
『
中
世
歌
謡
の
文
学
的
環
境
』
第
四
節
「
持
明
院
家
蔵
書
目
録
と
基

規
」（
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
二
年
）。

⑥　

本
書
に
つ
い
て
は
紙
焼
資
料
を
も
と
に
、
佐
々
木
孝
浩
氏
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

⑦　

た
だ
し
、
鷹
詞
記
載
の
後
は
、
松
岡
本
『
臂
鷹
訣
』
と
『
鷹
之
書
』
は
一
致
し
な

い
。

⑧　

中
澤
克
昭
氏
「
持
明
院
家
の
歴
史
と
鷹
書
」（
鷹
書
研
究
会
口
頭
発
表
レ
ジ
ュ
メ
、

二
〇
〇
八
年
五
月
）。『
土
岐
氏
系
図
』（
続
群
書
類
従
・
巻
一
二
八
）、
谷
口
研
語
氏

『
美
濃
・
土
岐
一
族
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
七
年
）。

⑨　

多
田
誠
氏
「
南
北
朝
時
代
の
土
岐
氏
守
護
代
に
つ
い
て
」（『
岐
阜
史
学
』

九
二
、一
九
九
七
年
）。

⑩　

前
掲
注
⑧
。

⑪　
『
岐
阜
県
史　

通
史
編
・
中
世
』（
厳
南
堂
書
店
、
一
九
六
九
年
）
六
六
四
頁
。

⑫　

米
原
正
義
氏
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
、一
九
七
六
年
）
三
三
頁
。

⑬　

芳
賀
幸
四
郎
氏
『
東
山
文
化
の
研
究
』
下
（
思
文
閣
出
版
、一
九
八
一
年
）
八
一
五

頁
。

⑭　

山
本
一
氏
「
鷹
百
首
類
伝
本
概
観
の
試
み
」（『
調
査
研
究
報
告
』
一
八
、一
九
九
七

年
）、「
鷹
歌
を
め
ぐ
る
二
、三
の
考
察
」（『
日
本
文
学
史
論
―
島
津
忠
夫
先
生
古
稀
記

念
論
集
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

﹇
付
記
﹈

中
西
健
治
先
生
は
折
に
触
れ
て
、古
典
籍
調
査
の
魅
力
と
意
義
に
つ
い
て
ご
教
示
く
だ

さ
っ
た
。先
生
が
御
定
年
で
立
命
館
大
学
と
の
関
わ
り
に
一
区
切
り
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と

は
残
念
で
あ
る
が
、
先
生
の
名
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、
研
鑽
を
積
ん
で
い
き
た
い
。

本
稿
脱
稿
後
、
山
本
一
氏
（「
鷹
書
と
は
」
鷹
書
類
の
調
査
と
研
究
、
平
成
二
〇
年
〜

二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
）
が
『
鷹
秘
抄
』
奧
書
な
ど
、本
稿
に

て
取
り
扱
っ
た
箇
所
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。論
に
て
取
り
上

げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

貴
重
な
御
蔵
書
の
閲
覧
・
引
用
を
御
許
可
い
た
だ
い
た
尊
経
閣
文
庫
・
宮
内
庁
書
陵

部
・
内
閣
文
庫
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
研
究
員
奨
励
費
（
課
題
番
号
‥

10J10152

）
を
受
け
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
博
士
後
期
課
程
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）


